
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

離婚を検討されている方へ　　　早く別れたいけど、話し合いが難しい・・・

こどもの と  は決めましたか？

色々大変だけど 
　ちょっと待って!!

他にも、慰謝料や財産分与、年金分割などしっかりと決めておくことが、離婚後の親子の暮らしの支えになります。

養育費とは 親子交流とは

こどもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる生活に 

必要な経費（教育費、医療費等を含む）です。 

離婚によりこどもと離れて暮らすことになった親も、引き続

き、こどもの生活を保障する義務を負い、成長を支えること

は、とても大切なことです。

離婚後、こどもと離れて暮らすこととなった親が、こどもに 

面会して一緒に過ごしたり、様々に連絡を取ることです。 

親が離婚したとしても、こどもにとって父母はかけがえのない

存在です。父母から愛されている、大切にされていると感じる

ことが、こどもの大切な力となります。

［決めておくこと］

こどもの年齢や健康状態、生活状況などを考慮した 

養育費の内容（金額、期間、時期、方法、進学など 

特別な出費への対応）

［決めておくこと］

こどもの年齢や健康状態、生活状況などを考慮した 

面会等の内容（方法、時間、回数、親同士が互いに 

守るべきルール）

※裁判所では「標準算定表」を公開しています。

（R8.4　高山市こども家庭センター）

※令和８年４月から養育費の取り決めに関する法律が

変わりました。詳細は、QR から法務局のパンフレット

をご確認ください。 ↑法務局パンフレット



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

  

 

［公正証書を作成するには］

公証人が依頼により作成する、内

容が正しいと推定される公（おお

やけ）の文書です。

夫婦でうまく話がまとまらない時

は、裁判所の力を借ります。

［調停の手続きには］

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

離婚は、その後の自身や子どもの人

生に大きく影響します。一時の感情

に任せず、まずは相談しましょう。

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


